
●�

入
所
施
設
に
つ
い
て

　
本
市
で
は
、
保
育
園
と
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
入
所
が
可
能
で
す
。

●�

入
所
で
き
る
条
件
に
つ
い
て

　
保
育
園
は
、
２
号
認
定
ま
た
は
３
号
認

定
を
受
け
た
児
童
が
入
所
で
き
ま
す
。

　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
１
号

か
ら
３
号
ま
で
い
ず
れ
か
の
認
定
を
受
け

た
児
童
が
入
所
で
き
ま
す
。

　
認
定
に
つ
い
て
は【
表
１
】と【
表
２
】を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

入
所
申
し
込
み
に
つ
い
て

・
４
月
入
所
の
受
付
期
間

　
12
月
１
日（
月
）～
12
月
26
日（
金
）

・�

５
月
以
降
の
入
所
申
し
込
み
の
受
付
期
間

　
入
所
希
望
月
の
前
月
15
日
ま
で

※
入
所
は
毎
月
１
日
付
と
な
り
ま
す
。

・�

受
付
場
所
＝
福
祉
事
務
所
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー
子
ど
も
政
策
係

●�

提
出
書
類
に
つ
い
て

　
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類
は
、
認
定
区

分
で
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は【
表
１
】を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書

②�

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
認

定
・
変
更
申
請
書

③�

就
労
証
明
書
ま
た
は
保
育
利
用
事
由
証

明
書

　
保
護
者
１
人
に
つ
き
１
枚
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
就
労
状
況
が
全
く
同

じ
場
合
は
１
枚
に
連
名
で
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

保
育
利
用
事
由
証
明
書
は
、
就
労
以
外

で
保
育
を
必
要
と
す
る
場
合
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

書
類
は
、
福
祉
事
務
所
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
子
ど
も
政
策
係
、
各
教
育
・
保
育

施
設
に
て
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
市
公
式

サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●�

入
所
決
定
に
つ
い
て

　
１
号
認
定
の
方
に
つ
い
て
は
、
認
定
こ
ど

も
園
が
入
園
の
受
け
入
れ
を
判
断
し
ま
す
。

　
２
号
認
定
・
３
号
認
定
の
方
に
つ
い
て

は
、
市
が
保
育
の
必
要
性
が
高
い
児
童
か

ら
、
希
望
状
況
や
施
設
の
定
員
な
ど
に
応

じ
て
優
先
的
に
決
定
し
ま
す（
認
定
こ
ど

も
園
に
決
定
し
た
場
合
は
、
後
日
、
園
と

の
契
約
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

※�

在
園
児
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
在
籍

中
の
施
設
を
通
じ
て
行
う
予
定
で
す
。

令和８年度教育・保育施設の
入所申込を受け付けます

問／福祉事務所こども家庭センター子ども政策係☎７２ －１１２３
入所受付は、令和７年 12 月１日から開始します。

子育て
支援情

報

【表１】　●認定は、児童の年齢や保護者の就労状況などにより大きく４つに区分されます。
認定区分 利用できる施設 対象となる児童 提出書類

１号認定（教育標準時間認定）
・認定こども園

満３歳以上の児童 ①
１号認定（教育標準時間認定）＋新２号認定または新３号認定
（預かり保育などを利用） １号認定で『保育の必要な事由』に該当する場合 ① ② ③

２号認定
（３歳以上保育認定）

標準時間（最長１１時間）
・保育所（園）
・認定こども園

満３歳以上の児童で
『保育の必要な事由』に該当する場合 ① ③

短時間　（最長８時間）

３号認定
（３歳未満保育認定）

標準時間（最長１１時間） ３歳未満の児童で
『保育の必要な事由』に該当する場合 ① ③  

短時間　（最長８時間）

【表２】　●新２号認定、新３号認定、２号認定および３号認定を受ける場合、保護者が次のいずれかに該当することが必要となります。
保育の必要な事由 保護者の状況 必要書類 添付書類

就労 月60時間以上の労働に常態的に従事している場合 就労証明書 －
妊娠・出産 母が出産前後（産前産後２カ月）である場合

保育利用事由証明書

母子手帳

疾病・障がい 病気や心身に障がいがある場合 診断書（疾病の場合）
障害者手帳（障がいの場合）

介護など 親族（長期間入院などをしている親族を含む）を常時介
護または看護している場合 介護保険証

災害復旧 火災、風水害、地震などの災害により、家屋に損壊など
を受け家庭で保育ができない場合 －

求職活動 求職活動を行うもしくは継続的に行っている場合 －
就学 就学中の場合 在学証明書

育休取得中で保育利用中 育児休業取得中に、すでに保育を利用している児童がい
て継続利用が必要である場合 就労証明書 －

施設
決定後、
利用契約

１号認定

２・３号
認定

施
設
見
学

保護者が
施設に
申し込み

保護者が
市に認定の
申請

市から
保護者に
認定証を
交付

保護者が
市へ利用
申し込み

市が
希望や定員に
応じて
利用調整

施設から
保護者へ
入園内定を
通知

市から
施設を介し
認定証を
交付

保護者が
施設を
介して
認定申請

施設と
保護者が
契約

※１号認定の申請・認定証の発行は、施設を通じて手続きを行うことを基本としています。
※�契約・保育料の�

支払い先は、�
事業者により�
異なります。

出典：内閣府子ども・子育て支援新制度ハンドブック

利用手続きの流れ（イメージ） 　 利用契約締結に至るまでの流れは、１号認定の場合と２・３号認定の場合で異なります。

　しまじろうのぬいぐるみがお気に入りでいつも元気にニコニコほほ
笑む愛朱凪くん。その笑顔にパパとママはとても癒やされています。
そして、ハイハイまで後もう少し。これからも健康で元気いっぱいに
育ってね。大きくなったらみんなで動物園や旅行に行こうね。

北
き た

山
や ま

 愛
あ

朱
す

凪
な

くん

（令和７年４月４日生）

北山 心
しん

之
の

介
すけ

・愛
まな

美
み

さんの長男
（福島地区）

子育て支援情報

十人
　十色
じゅうにん
といろ

９月10日に行われた３歳児健康診査で、むし歯のなかったお友だちを紹介します。
問／福祉事務所こども家庭センター子育て支援係☎７２－１１２３

子どもの歯を守る
むし歯ゼロのお友だち

黒く
ろ

原は
ら 

萌ほ
の

加か

ち
ゃ
ん

（
谷
ノ
口
）

上う
え

田だ 

彩あ

雲ん

ち
ゃ
ん

（
泉
町
）

中な
か

岡お
か 

美み
さ
き岬

ち
ゃ
ん

（
本
町
１
丁
目
）

松ま
つ

浦う
ら 

八や
く
も雲

く
ん

（
泉
町
）

立た
て

本も
と 

稜り
ょ
う

華が

く
ん

（
小
路
）

福ふ
く

島し
ま 

光み
つ

樹き

く
ん

（
下
石
波
）

谷た
に

口ぐ
ち 

維い

春は
る

く
ん

（
上
町
）

田た

村む
ら 

充み

凰お

ち
ゃ
ん

（
西
小
路
２
区
）

ク
レ
イ
グ 

大た
い

洋よ
う

く
ん

（
名
谷
）

渡わ
た

邉な
べ 

稀き

子こ

ち
ゃ
ん

（
松
尾
）

子育て INFO

●�2カ月から受けることの
できる定期接種

　�ロタウイルスワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチン、
５種混合ワクチンです。

●�適正年齢になりましたら
早めの予防接種を！定期
接種は、自己負担なしで
接種ができます。

●�麻しん風しん（MR)ワクチン
　�・�第１期：１歳から２歳

までの子ども
　�・�第２期：５歳から７歳

未満で、小学校就学前
の子ども

　なるべく早めに接種する
ことが大事です。
　今年度は国の特例により、
ワクチン未接種の２歳から
３歳までの子ども、現在小
学校１年生の子どもも接種

することができます。
●�日本脳炎ワクチン
　�・�第１期：生後６カ月か

ら７歳半までの間にあ
る子ども（追加を合わ
せて計３回）

　�・�第２期：９歳から13歳まで
の間にある子ども（１回)

●�子宮頸がん予防
　（HPV）ワクチン

【定期接種対象者】
　小学校６年生～高校１年生
　平成９年４月２日生から
平成25年４月１日生までの
女子

【キャッチアップ対象者】
　平成９年４月２日生から
平成20年４月１日生までの
女子で、ＨＰＶワクチンを
接種したことがあるが、接
種完了していない方

『子ども予防接種』
生後２カ月になったらワクチンデビューをおすすめしています。
お忘れのないよう計画的な接種をお願いします。 　毎年 11 月は「児童虐待防止推進月間」です。児童

虐待に関する相談件数は、年々増加しています。児童
虐待は早期発見と早期対応が重要になりますので、地
域の皆さまのご協力をよろしくお願いします。

児童虐待とは？

「虐待かも」と思ったら相談・通告を

通告・相談窓口 連絡先 時間

児童相談所
虐待対応ダイヤル

☎189
（いちはやく）

24時間対応・全国共通
※�近くの児童相談所に
つながります。

福祉事務所こども
家庭センター
子育て支援係

☎72 - 1123 平日（月～金曜日）
8：30 ～ １７：１５

身体的虐待 心理的虐待 ネグレクト 性的虐待
・�叩く、殴る、蹴る
・�やけどを負わせる
・激しく揺さぶる
・�溺れさせる

など
※�「体罰」は法律で
禁止されています

・暴言をあびせる
・言葉による脅し
・無視をする
・�きょうだい間で
差別をする
・�子どもの前での
夫婦喧嘩

など

・�満足な食事を与
えない
・�不潔なまま放って
おく
・�病院に連れて行
かない
・�小さい子どもの
放置

など

・�わいせつな行為
をする
・性行為の強要
・�性器をさわる、
さわらせる
・�ポルノビデオを
見せる

など

堀ほ
り

口ぐ
ち 

陽ひ

菜な

乃の

ち
ゃ
ん

（
上
小
路
）

深ふ
か

江え 

朔さ
く

正ま

く
ん

（
徳
間
）

深ふ
か

江え 

朔さ
く

矢や

く
ん

（
徳
間
）

渡わ
た

会ら
い 

梨り
　
と人

く
ん

（
鍛
冶
屋
）

那な

須す 

龍り
ゅ
う

愛め
い

く
ん

（
本
町
１
丁
目
）
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